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「法定利率」改正のポイント

１　今回の改正のポイント
　　本稿では、法定利率に関する規定の改正につ
いてご紹介します。今回の民法改正により、法定
利率の分野では、『法定利率の5％から3％への
引下げ』と『緩やかな変動制』が採用されました。

　　こうした法定利率の見直しが影響を及ぼす主
要な場面には、①利息、②遅延損害金、③中間
利息控除の3つがあります。本稿では、各場面に
おける改正内容及び実務への影響について順
次説明します。

2　利息としての法定利率【①】

（１）法定利率の引下げ
　　現行の民法では、民事法定利率は年5％（現
行民法404条）、商事法定利率は年6％（現行商
法514条）とされていましたが、民法改正により、
法定利率が年3％に引き下げられることになりまし
た（改正民法404条2項）。また、これと同時に、商
事法定利率が廃止され、改正民法所定の法定
利率による統一的な処理がなされることになりま
した（民法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整備に関する法律（以下、「整備法」
といいます。）による商法514条の削除）。

（２）緩やかな変動制の採用
　　法定利率の年3％への引下げとともに、今まで
の固定制から、法定利率を金利情勢にあわせて
自動的に変動させる「緩やかな変動制」へと移
行しました。

　　この緩やかな変動制は、3年を1期として1期ご
とに法定利率を見直すというものです。この変動
制の採用によって、法定利率は、国内銀行が当
月に新規に行った短期の「貸出約定平均金利」
（日本銀行が毎月公表しています）の過去5年間
60ヶ月の平均値を指標とし、この数値を前回の
変動時と比較して1％以上の差が開いた場合に
のみ、1％刻み（小数点以下は切り捨てる）の数
値で変動する、ということになります（改正民法
404条3項から5項）。したがって、法定利率は変
動後でも常に整数となり、煩雑な計算は不要とい
うことになります。

（３）法定利率適用の基準時
　　今回の民法改正により、時期によって法定利
率が変動する可能性が生じたことになりますが、
ある債権に適用される法定利率については、
「利息が生じた最初の時点」における法定利率
で確定し、その後に法定利率が変動した場合で
も適用される法定利率は変動しないこととされま
した（改正民法404条1項）。したがって、貸金利
息に適用される法定利率は、通常は金銭交付の
時点の利率ということになります。

（４）実務への影響
　　利息としての法定利率の適用場面は、利息付
金銭消費貸借契約で利息の定めがない場合で
す。もっとも、契約書では、当事者間で合意した
約定利率を定めていることが多く、契約実務へ
の影響は少ないと考えられます。

3　損害金における法定利率【②】
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第404条（法定利率）
利息を生ずべき債権について別段の意思表示
がないときは、その利率は、その利息が生じた最
初の時点における法定利率による。
法定利率は、年３パーセントとする。
前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省
令で定めるところにより、３年を１期とし、１期ごと
に、次項の規定により変動するものとする。
各期における法定利率は、この項の規定により
法定利率に変動があった期のうち直近のもの
（以下この項において「直近変動期」という。）に
おける基準割合と当期における基準割合との
差に相当する割合（その割合に１パーセント未
満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を直
近変動期における法定利率に加算し、又は減
算した割合とする。
前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で
定めるところにより、各期の初日の属する年の６
年前の年の１月から前々年の１２月までの各月
における短期貸付けの平均利率（当該各月に
おいて銀行が新たに行った貸付け（貸付期間
が１年未満のものに限る。）に係る利率の平均
をいう。）の合計を６０で除して計算した割合（そ
の割合に０．１パーセント未満の端数があるとき
は、これを切り捨てる。）として法務大臣が告示
するものをいう。

第419条（金銭債務の特則）
金銭の給付を目的とする債務の不履行につい
ては、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責
任を負った最初の時点における法定利率によっ
て定める。ただし、約定利率が法定利率を超え
るときは、約定利率による。
3　（省略）
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（１）変動制法定利率と遅延損害金
　　改正民法下では、金銭債務の債務不履行時の損害賠償額
についての規定内容に変更はなく、遅延損害金の額は法定利
率（民法改正後は3％）によるものとされています（改正民法
419条1項）。

（２）法定利率適用の基準時
　　遅延損害金についても、「債務者が履行の遅滞を負った最
初の時点における」法定利率が適用されるとして適用の基準
時が明記されています（改正民法419条1項）。

　　契約の場面では、弁済期の定めがある場合には当該弁済
期における法定利率が適用されますが、期限の定めがない金
銭債務の場合には、債権者の「履行の請求を受けた時」にお
ける法定利率が適用されるので注意が必要です（民法412条
3項）。

　　また、不法行為の場合には、基本的には不法行為に基づく
損害賠償債務が遅滞に陥る不法行為時が基準時と考えるこ
とができますが、不動産の不法占拠の様な継続的な不法行為
の場合には日々の不法行為が観念できることになりますから、
当該不法占拠が法定利率変動の基準時をまたぐことになれ
ば、それ以降は変動後の法定利率が適用されることになりま
す。

（３）実務への影響
　　貸金の利息のような場合とは異なり、遅延損害金の割合は
契約書の中で定められていないことも多く、法定利率引下げ
への対応や法定利率変動の場合の事務処理の煩雑さ回避と
いう観点から、今後、遅延損害金の利率に関する規定をあら
かじめ契約書に明記しておく重要性は相対的に増加するよう
に思われます。

４　中間利息控除における法定利率【③】

（１）中間利息控除とは
　　中間利息控除とは、損害賠償請求権の損害額を算定する
にあたり、逸失利益等を現在価値に換算するために、損害額
算定の基準時から逸失利益等を得られたであろう時までの利
息相当額（中間利息）を控除することをいいます。現行民法の
下では、最高裁判例（最判平成17年6月14日民集59巻5号983

頁）によって、中間利息の割合は民事法定利率（年5％）による
こととされていました。

（２）中間利息控除の明文化
　　現行民法では中間利息控除に関する規定はありませんで
したが、改正民法417条の2は中間利息控除を明文化し、法定
利率を基礎として算定する規定が置かれることになりました。
また、不法行為の中間利息控除についてもこの規定が準用さ
れています（改正民法722条1項）。

　
（３）法定利率適用の基準時
　　中間利息控除に適用される法定利率の基準時は、「損害賠
償の請求権が生じた時点」であり、例えば、交通事故では、原
則として事故時における法定利率により計算されることになり
ます。
　　なお、破産法及び民事執行法における無利息債権の現在
化においても、中間利息控除が問題となりますが、その基準時
については、それぞれ破産手続開始時または配当等の日の法
定利率を適用することとされています（整備法による改正破産
法99条1項2号、改正民事執行法88条2項）。

（４）実務への影響
　　法定利率引下げによる中間利息控除の場面における影響
ですが、例えば、法制審議会による審議の過程では、日本損害
保険協会による交通事故の損害賠償額の試算も行われてお
り、同協会作成の「損害賠償額算定における中間利息控除に
ついて」によれば、27歳男性が死亡した場合（全年齢平均賃
金月額41万5400円で生活費控除割合35％と仮定）の逸失利
益は、法定利率が5％の場合は約5560万円であるのに対して、
3％の場合は約7490万円となり、その金額に大きな差が生じる
ことが明らかになっています。
　　このように、中間利息控除は、法定利率を基礎として計算す
るという運用が維持され、法定利率の引下げによって、結果と
して控除される中間利息の総額が減少することになりました。
特に人身事故における損害賠償は全体的に高額化すること
が予想され、今後損害保険料が増加することもやむを得ない
ものと考えられます。法定利率の変動が生じる場合の手続対
応という側面からも、保険実務への影響は大きいものといえま
す。

　　中間利息控除における変動制法定利率の採用は、交通事
故の時期の僅かな違いで被害者の損害賠償額に差を生じさ
せるもので、公平な損害賠償という観点からはなお疑問が残
るところもあります。この点は、債権法改正で大きく手が加えら
れなかった不法行為に基づく損害賠償額の算定方法それ自
体の見直しが再検討される必要があるようにも思われ、こうし
た次の法改正にも目を向けていく必要があります。

）除控の息利間中（2の条714第
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定め
る場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を
控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における
法定利率により、これをする。
将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定め
る場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を
控除するときも、前項と同様とする。

第722条（損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺）
第４１７条及び第４１７条の２の規定は、不法行為による損害賠
償について準用する。
（省略）
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